
【期間】

令和６年４月６日(土)から１５日（月）までの１０日間
【運動の重点】
○ こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と
安全な横断方法の実践

○ 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」
運転の励行

○ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット
着用と交通ルールの遵守

～自転車安全利用五則～
１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者優先
２ 交差点では信号と一時停止
を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用
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